
 

意   見   書 

 

平成２６年１１月４日 

                                            三重県公共事業評価審査委員会 

 

１ 経  過 

 平成２６年１１月４日に開催した平成２６年度第３回三重県公共事業評価審査委員会に

おいて、県より海岸事業２箇所、道路事業１箇所、河川事業１箇所および砂防事業２箇所

の審査依頼を受けた。 

 これらの事業に関して、担当職員から事業説明を受けるとともに、審査資料に基づき審

査を行った。 

 

２  意  見 

  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとり

まとめ、三重県知事に対して答申するものである。 

 

（１） 海岸事業［県事業］【 再評価対象事業 】 

９番 宇治
う じ

山田港
やまだこう

海岸 

 

当該箇所は、平成１２年度に事業に着手し、平成２１年度に再評価を行い、その後おお

むね５年を経過して継続中の事業である。 

今回、審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。 

 

（２） 海岸事業［県事業］【 事後評価対象事業 】 

５１０番 五ヶ所港
ごかしょこう

海岸 

 

当該箇所は、平成８年度に事業に着手し、平成２２年度に完了した事業である。 

今回、審査を行った結果、事業の効果については評価結果の妥当性を認める。 

なお、県民等による施設の利用を想定する事業については、完成後の管理方法などにつ

いて、地元自治体、地元住民との連携も考慮した計画とされたい。 

 

（３） 道路事業［県事業］【 再評価対象事業 】 

１０番 一般国道 477号 四日市
よっかいち

湯
ゆ

の山
やま

道路 

 

当該箇所は、平成９年度に事業に着手し、平成１８年度、平成２３年度、平成２４年度

に再評価を行い、その後の社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生

じた事業である。 

今回、審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。 

なお、可能な限りコスト縮減の取り組みを図られたい。 



 

（４） 河川事業［県事業］【 事後評価対象事業 】 

５０７番 二級河川 大堀川
おおほりがわ

 

   

当該箇所は、昭和５６年度に事業に着手し、平成２２年度に完了した事業である。 

今回、審査を行った結果、事業の効果については評価結果の妥当性を認める。 

 

（５） 砂防事業［県事業］【 事後評価対象事業 】 

５０８番 丈六
じょうろく

谷
たに

川
かわ

 

５０９番 中野
なかの

谷川
たにがわ

 

   

５０８番については、平成１２年度に事業に着手し、平成２１年度に完了した事業で

ある。 

５０９番については、平成１２年度に事業に着手し、平成２２年度に完了した事業で

ある。 

今回、審査を行った結果、５０８番、５０９番について、事業の効果については評価

結果の妥当性を認める。 


